
 

 

                             令和７年１０月９日                                           

北九州市都市整備局 

 報道機関各位 
 

北九州市で「居住サポート住宅」の全国第 1 号を認定 

＆ 抱樸 奥田理事長の案内で北九州市長が現地を視察 
 
改正住宅セーフティネット法の施行に伴い、令和７年１０月１日から安否確認や見守りなどを

行う「居住サポート住宅」の認定制度が全国で始まりました。 
北九州市は、１０月１日付で特定非営利活動法人 抱樸からの申請住宅について、 

全国第１号となる認定を行いました。 
１０月１４日に、北九州市長が現地を視察しますので、併せてお知らせします。 
 
北九州市と抱樸は、令和７年８月２２日に「もっと“つながる”もっと“支えあう”まちへ」をコン

セプトに、連携協定を締結しており、そのプロジェクトである「一人一人の困りごとに寄り添い
“安心”を作る（先進的な機能を備えた安心できる住まいの確保などに向けた連携）」の 
取組の１つが実現したものです。 

北九州市は、今後も居住サポート住宅の供給を積極的に推進していきます。  

 
１ 居住サポート住宅の概要（認定情報）（https://support-jutaku.mlit.go.jp） 

・認定年月日：令和７年１０月１日 

・認定事業者：特定非営利活動法人 抱樸 理事長 奥田知志（居住支援法人） 

・住宅の名称：プラザ抱樸 

・住宅所在地：北九州市小倉北区 

・認定（専用）住戸数：１戸※ 

  ※10 月中に要援助者（日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者）が入居予定 

・家   賃：２９，０００円（その他に共益費、居住サポート費用など） 

・居住サポートの内容： 

安否確認（１日１回）、見守り（月に１回以上）、福祉サービスへのつなぎ等 

・入居に関する問合せ先：特定非営利活動法人 抱樸 （093-922-8580） 
 

２ 北九州市長の現地視察 

・日 時：令和７年１０月１４日（火）９：４５～ （３０分程度） ※集合時間９：３５ 

   ・集合場所：取材申込の際にお知らせいたします。 

・説   明：抱樸の奥田理事長が対応 

   ・取材申込：１０月１０日（金）１２時までに、住宅計画課までご連絡ください。 

      ※建物が特定できるような外観等の撮影は、居住者のプライバシー保護のためご遠慮ください。 

 
居住サポート住宅：居住支援法人等が高齢者等を対象に、ＩＣＴ等による安否確認、見守り、

福祉サービスへの繋ぎなど先進的な取組を行う住宅 
国の居住サポート住宅の供給目標：施行後１０年間で１０万戸

居 住 支 援 法 人：住宅セーフティネット法に基づき、地域の居住支援の担い手として活動 

する県指定の法人（北九州市内を活動エリアとする法人は１４法人） 

 

PRESS RELEASE 

≪問合せ先≫ 
【認定制度について】都市整備局住宅計画課 藤尾（課長）、小田（係長）TEL 093-582-2592 
【事業について】  特定非営利活動法人 抱樸 山田（常務）TEL 093-563-3069 

全国初 

https://support-jutaku.mlit.go.jp


連携事項①

0

一人一人の困りごとに寄り添い“安心”をつくる
先進的な機能を備えた 安心できる住まいの確保など
に向けて連携します

☞
《主な連携》

高齢化率政令市トップ、一人住まいのご高齢の方が増えているからこそ…

×
居住支援法人として培った
・住まいのお困りに対する相談対応
・見守り等の活動 に関する

ノウハウ・ネットワークの供給

居住サポート住宅の
供給促進に向けた取組
（制度周知や認定事業者の募集等）

「居住サポート住宅モデル」を
全国・世界に普及・啓発

一人住まいのご高齢の方
などが抱えている

不安の軽減・解消

安心して住み続けられる
住まいの確保

※居住支援法人 ：住宅セーフティネット法に基づき、地域の居住支援の担い手として活動する県指定の法人（北九州市内を活動エリアとする法人は１４法人）
※居住サポート住宅：居住支援法人等が高齢者等を対象に、ＩＣＴによる安否確認、見守り、福祉サービスへの繋ぎなど先進的な取組を行う住宅

（住宅セーフティネット法改正に伴いR7.10から居住サポート住宅の認定制度が開始）




